奄美大島生物多様性地域戦略の短期目標（10年後、2024年の奄美大島の姿）の達成状況評価　　※ 青線は進捗した成果、赤線は問題・課題と考えられる事項資料３

	短期目標
	達成状況の定性評価
	本戦略で関連する基本方針・行動計画

	1 生物多様性の劣化が新たに起こることがなく、すでに失われた多様性をよりよい状態にするための取組が始まっている。
	· 陸域では奄美群島国立公園の指定（別添図1、表1）で保護担保措置が充実し、人為的改変等による劣化が抑制されており、森林の劣化は生じていない。なお、里地里山や市街地の身近な自然の生物多様性の状態は十分な情報が得られなかった。
· 世界遺産地域・緩衝地帯の森林で確認された人為的要因（収穫伐採、耕作、各種工事等）や、自然的要因（台風撹乱や大雨等による土砂崩れ等）による変化地点が占める割合はわずか（約0.2％）であった（別添表2）。また、森林の構成樹種や生息する鳥類相にも大きな変化は見られていない（別添図2、3）。
· 海域では、気候変動の影響と考えられるサンゴの劣化が生じている（別添図4）。藻場・干潟の生物多様性の状態は十分な情報が得られなかった。
· サンゴの被度が高く安定している地点が東部海域で多く見られ（6地点）、被度が低く不安定な地点が西部海域に偏って見られた（9地点）。また、2018～2022年度では調査サイト全15地点のうち10地点で白化が確認された。
· 各市町村で、耕作放棄地解消に向けた各種取組、オニヒトデ駆除、サンゴ再生試験、マングローブ林再生等、劣化した・失われた生物多様性をよりよい状態にするための取組が行われている。
· 世界遺産登録時の世界遺産委員会からの要請に基づいて策定した「河川再生戦略」を踏まえ、世界遺産区域及び緩衝地帯内の主要河川内の河川工作物を対象に、自然環境調査やモデル地域での影響軽減策の検討等を鹿児島県で進めている。
· 民間の取組等で生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する制度が2023年度から環境省で開始され、奄美大島では2024年度までに3カ所が認定された（別添表3）。
	基本方針１ 生物多様性の保全・管理
1 重要な地域の保全
2 生態系ネットワークの形成
4 地球温暖化対策の推進
5 環境影響評価制度の検討
6 生物多様性の保全に配慮した環境整備の推進
基本方針３ 生物多様性の持続可能な利用
2 生物多様性の保全に配慮した農林水産業の展開
3 里地、里山、里海の適正な利用と管理

	2 希少種を含めた動植物の生息・生育環境がよりよいものとなっていて、盗採等もなくなり、保全の対象となる生物が新たに生じない。
	· 陸域では、森林の大部分が世界自然遺産に登録され（別添図5）、目標①のように安定した状態で保たれている。
· マングース根絶やノネコ対策が進展し（別添図6、7）、アマミノクロウサギ、オオトラツグミなどの固有種・絶滅危惧種の生息状況は回復傾向にある（別添図8、9）。
· 保全上重要な種は「種の保存法」や「希少種保護条例」、「文化財保護法」や「文化財保護条例」等の法令で保護されており、保全対象となる生物は新たに生じていない。
· 一方、アマミノクロウサギやケナガネズミのロードキルの急増（別添図10、11）、ノイヌ・ノネコによる捕殺被害の増加傾向がみられる（別添図12）。また、希少種の密猟・密輸等の疑いのある事案や昆虫採集トラップが、例年一定程度確認されている（別添表4、5）。
· これらに対し、各市町村や関係機関が連携してロードキル対策が実施されている。また、奄美大島自然保護協議会による希少種保護パトロールや空港での持出し対策等が実施されている。
· [bookmark: _Hlk203578888]海域・沿岸域では、目標①で示したサンゴの劣化のほか、ウミガメの上陸・産卵確認数が減少傾向にある。近年はリュウキュウイノシシによる卵の捕食が確認されているが、在来種による影響であり、その対策は慎重な検討が必要である。
· 奄美海洋生物研究会の調査では、ウミガメの産卵回数は2012年をピークに減少傾向にある。沿岸性のアオウミガメの産卵回数は比較的安定しているが、温帯から熱帯の海洋を広く回遊するアカウミガメの産卵回数は減少が大きい（別添図13）。
· 鹿児島県では卵の捕食対策の必要性や手法について調査・検証し「ウミガメの卵捕食対策の手引き」を作成した。
· 里地里山や市街地の身近な自然、藻場・干潟の状態については、十分な情報が得られなかった。
	基本方針１ 生物多様性の保全・管理
1 重要な地域の保全
2 生態系ネットワークの形成
3 野生生物の適切な保護と管理
(1) 希少種とその生息・生育地の保全

	3 ノネコ、ノイヌ、ノヤギが新たに発生しない体制が整い、それらの数が減少している。マングース（フイリマングース）が根絶されている。
	· マングースとノネコは、科学的知見を有する捕獲従事者による捕獲体制や専門家による検討・評価体制の下で対策が進められている。
· 2024年9月のマングース根絶宣言は特筆すべき成果である。現在は「奄美大島におけるマングース侵入・定着防止計画」に基づき再侵入・定着防止の取組が現在実施されている。
· 「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に基づいたノネコの生息状況把握や森林域での捕獲が2018年から開始され、2023年では捕獲範囲が全島の約7割に達し、今後全島展開が予定されている。5市町村で構成する奄美大島ねこ対策協議会が運営するノネコセンターで捕獲されたネコを一時収容し希望者に譲渡する体制が整っている。
· ノネコ・ノラネコの発生源対策として、各市町村が「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を2017年に改正し、飼い猫の飼養登録、マイクロチップ（MC）装着、屋外飼養個体の不妊去勢手術等を義務化し、室内飼養を努力義務とした。2023年度はMC装着率が約7割、不妊去勢手術率が約9割、室内飼養率が約8割と高いが（別添図14）、屋外飼養ネコが一定程度存在すると考えられる。
· ノヤギは、海岸部や世界遺産地域を含む山中での確認例が増加している。
· 鹿児島県が2021年に実施した生息状況調査で642頭（2014年の1.3倍）が確認された。
· 各市町村でノヤギ対策事業（有害鳥獣捕獲）と、「ノヤギ特区」による狩猟登録者による狩猟捕獲が行われている。前者は年間200～300頭が捕獲されているが、後者は捕獲後の個体の処理方法が課題となり捕獲実績が少ない（別添表6）。また、捕獲従事者の高齢化が進んでおり、後継者育成が課題となっている。
· ノイヌについては十分な情報が得られなかった。
	基本方針１ 生物多様性の保全・管理
3 野生生物の適切な保護と管理
(3) 外来種の防除

	4 島民や来訪者の外来種に対する認識が高まっていて、ペットの放棄、植栽・緑化、人や物の移動などに起因する、意図的な外来種の新たな発生が生じておらず、既に存在している外来種の数が減少している。
	· 島民や来訪者の外来種に対する認識は高まっている（別添図15、16）。島民参加による外来種調査や駆除活動も積極的に進められている。
· 奄美群島振興開発アンケート調査では、奄美群島在住者の約10％、奄美群島内で事業を展開する事業所の20％弱が、過去1年間に「外来種駆除に参加したことがある」と回答している。また、奄美群島への来訪者の約50％が、自然環境保全のために特に気を付けるべきこととして「外来種の持ち込みをしない」と回答している。
· 島民参加の事例として、鹿児島大学鹿児島環境学研究会等による「外来植物モニタリング」講習会や調査報告会、環境省・市町村・地域住民の協力で実施しているオオフサモやツルヒヨドリの防除等が挙げられる。
· 外来種の積極的な情報収集が、環境省や市町村で行われている。「外来生物法」に基づく特定外来生物に着目すると、マングース根絶により1種減少した。
· 世界自然遺産地域モニタリングの令和5（2023）年度評価結果では、世界遺産地域・緩衝地帯で6種（カダヤシ、ニューギニアヤリガタリクウズムシ、ツルヒヨドリ、オオフサモ、オオキンケイギク、ボタンウキクサ）、周辺管理地域ではこれらに加え3種（ハイイロゴケグモ、ナガエツルノゲイトウ、ミズヒマワリ）と条件付特定外来生物2種（アカミミガメ、アメリカザリガニ）の計11種が確認されている。
· 環境省、鹿児島県、奄美大島5市町、NPO等の団体による検討で、2023年に「奄美大島における外来植物対策の優先度リスト」が策定された。
· ソテツシロカイガラムシの侵入・定着が2022年に確認され、自生あるいは植栽されたソテツ（国立公園の景観や環境文化の保全上でも重要）に大きな被害を与えているが、効果的な防除方法は確立されていない。
	基本方針１ 生物多様性の保全・管理
3 野生生物の適切な保護と管理
(3) 外来種の防除

	5 鳥獣の科学的な個体数管理が行える捕獲従事者による捕獲体制が整っていて、鳥獣の数の適正なコントロールがなされている。
	· 鳥獣被害対策について、捕獲従事者の高齢化が進んでおり、後継者育成が課題となっている。
· 鹿児島県による被害対策指導者育成研修の開催や、市町村によって被害防止講習会・研修会の開催等が計画されているが、科学的な個体数管理が可能な捕獲従事者による捕獲体制が整っているかは、十分な情報が得られなかった。
	基本方針１ 生物多様性の保全・管理
3 野生生物の適切な保護と管理
（2）鳥獣の管理
基本方針２ 人と自然が共生する社会を構築するための仕組作りと人材育成
4 調査研究の推進と情報の収集・発信

	6 生物多様性についての島民や来訪者の認知度が高まっている。
	· 島民や来訪者の、生物多様性に対する認知度は非常に高い（別添17、18、19、20）。
· 奄美群島振興開発アンケート調査から、島民や来島者の認識として以下が挙げられる。
· 群島在住者の80％以上、群島への来訪者の90％弱が、「世界自然遺産の4地域が生物多様性を保全していく上で重要な地域であることを知っている」と回答。
· 「日本において奄美群島が果たしている役割または果たすべき役割」として、群島在住者の70%強が「貴重な動植物など豊かな自然環境の保全」、約40％が「多様で個性的な伝統文化の継承」と回答。
· 群島在住者の50％強が、島の魅力を「豊かな自然に恵まれていること」と回答。
· 奄美群島の将来の姿への希望として、群島在住者の約30％、高校生の40％弱が「豊かな自然に恵まれた島」と回答。
	基本方針２ 人と自然が共生する社会を構築するための仕組作りと人材育成
2 人と自然が共生する社会を構築するための活動の推進
3 人材の育成と活用
4 調査研究の推進と情報の収集・発信
基本方針３ 生物多様性の持続可能な利用
1 生物多様性の保全に配慮した暮らしの展開
4 生物多様性の保全に配慮した観光業の展開

	7 人々が生物多様性や自然の恩恵について触れたり学んだりする場や機会が十分に提供されている。
	· 住民や来訪者が生物多様性や自然の恩恵について学ぶ拠点施設は施設数・内容共に充実している。
· 奄美自然観察の森、奄美市立博物館、宇宿貝塚史跡公園で内容のリニューアルや新たな機能の追加が行われ、新規施設として奄美大島世界遺産センターとアマミノクロウサギミュージアムQuru Guruが開所した。
· 児童生徒を対象とした自然体験学習などの学習機会や教材の提供や教員の研修が、奄美大島自然保護協議会や各市町村で、環境省、博物館、民間団体、エコツアーガイド等の関係機関との連携によって進められている。民間団体等が実施する自然体験等に対して、資機材や情報の提供、専門家等の紹介、住民への周知等の支援が取組まれている。
· 例：エコツアーガイドによる課外学習・学校教育への取組数は2018年に5件、2022年に12件、2023年に17件と増加している（令和5年度エコツーリズム推進協議会資料）。
· 一方で、生物多様性の保全や環境学習の推進等へ協力を委嘱・依頼でき得る人材の登録・リスト化やその公表等の体系化は現時点では進んでいない。
· 住民を対象とした環境学習の指導者人材の育成は、奄美大島自然保護協議会による世界遺産センターのインタープリター育成が行われたが、各市町村単位では現時点では進んでいない。
· 奄美大島に関わる人々100人の原風景や原体験を集めた書籍「奄美大島100の環境文化」が2025年3月に鹿児島大学鹿児島環境学研究会より出版された。これを教材として自然と共生する暮らしの有り様を振り返り考える機会の提供など、今後の島内での取り組みが期待される。
· 鹿児島大学高等教育研究開発センターでは、奄美群島に在住または移住予定の社会人を対象に、奄美群島の価値を高め、仕事や暮らしに生かすための「奄美＜環境文化＞教育プログラム」を開設した。2025年度からは行政職員を対象に、奄美群島に固有の価値（自然・地理、歴史、文化等の特徴）を具体的な行政施策に落とし込む手がかりを得ることを目的とした、「行政 奄美〈環境・文化〉教育プログラム」を開講している。
	基本方針２ 人と自然が共生する社会を構築するための仕組作りと人材育成
2 人と自然が共生する社会を構築するための活動の推進
3 人材の育成と活用
4 調査研究の推進と情報の収集・発信

	8 生物多様性の保全に配慮した第1次産業が営まれており、伝統野菜を含め、島内で生産された品物が積極的に利用されている。
	· 農業：耕作放棄地の解消に向けた取組は各市町村で取組みが進められているが、農業法人の支援は市町村によって取組状況が異なる。生物多様性に配慮した特殊病害虫対策は多くの市町村で取り組まれているが、環境配慮マニュアルや生態系サービスの持続的な利用手引書の作成や研修会等の検討は取組が進んでいない。新たな問題として、アマミノクロウサギによる農作物被害が増加している（別添図21）。
· アマミノクロウサギによる農作物被害対策等を検討するため、2017年度に「アマミノクロウサギ対策会議」を設置（鹿児島県大島支庁、環境省、鹿児島大学、奄美市、大和村、瀬戸内町、徳之島町、天城町、伊仙町、大島教育事務所で構成）。情報共有や被害対策に関する検討を進め、アマミノクロウサギの基礎知識や生息状況、農作物被害対策等を盛り込んだ「アマミノクロウサギ農作物被害対策マニュアル」を2022年に策定し、周知を進めている。
· 林業：世界遺産登録時の世界遺産委員会からの要請を踏まえ、世界遺産の緩衝地帯では鹿児島県及び林業関連団体で策定した「奄美大島・徳之島における自然環境に配慮した森林施業方針」に基づき、関係行政機関と林業事業者の連携のもと、伐採予定箇所の情報共有、必要に応じた許認可の確認、生息・生育地の保全を考慮した施業の調整等が行われている。
· 水産業：漁業資源の持続可能な利用のために適正利用のルール作りや魚礁の設置、放流事業や、サンゴ礁の保全を各市町村が漁協との連携の下で実施している。漁業廃棄物の適正処理や環境保全型事業の推進は市町村によって取組状況が異なる。
· 目標①で述べた、奄美大島の「自然共生サイト」3か所のうち2か所は、農業や水産業と生物多様性や伝統文化の保全の両立を目的としたサイトである（別添表3）。
· 一般消費者向けには島内産の農林水産品の加工・販売促進をイベント出店や直売所等で行う等、交流人口拡大や地域活性化に多くの市町村で取り組んでいる。また、地場産品（鹿児島県産含む）食材を学校給食に積極的に活用した地産地消や食育の推進は、各市町村で取組みが進められている。
· 奄美ブランドによる地域活性化の検討（対外的）や、生物多様性の保全に配慮した商品利用の拡大（島内向け）に関する取組は、各市町村とも進んでいない。
	基本方針２ 人と自然が共生する社会を構築するための仕組作りと人材育成
2 人と自然が共生する社会を構築するための活動の推進
基本方針３ 生物多様性の持続可能な利用
1 生物多様性の保全に配慮した暮らしの展開
2 生物多様性の保全に配慮した農林水産業の展開
3 里地、里山、里海の適正な利用と管理

	9 島民、事業者、学識経験者、来訪者、各自治体など様々な関係者が役割分担・連携して、それぞれの立場で生物多様性の保全に取り組んでいる。
	· 世界自然遺産や国立公園の保護管理、希少野生生物の保護や外来種対策、拠点施設の管理運営、島民や来島者への普及啓発等、生物多様性の保全に関する各種取組は、その対象・内容に応じて行政機関、学識経験者、活動団体、民間事業者等が、各種会議体や協議会の設置、連携協定の締結、実働現場での協力等によって、さまざまな形で進められている。
· 国内の他の世界遺産地域にない特徴として、鹿児島県内外の企業・団体で構成される「世界自然遺産推進共同体」が挙げられる。環境保全と地域振興の両立による持続可能な奄美群島づくりへの貢献を目的として2019年に発足し、ロードキルや密猟密輸の防止、普及啓発などに取り組んでいる。2025年2月現在で71社・団体が参画しており、2019年発足当時（50社・団体）の1.4倍に増加している。
	基本方針２ 人と自然が共生する社会を構築するための仕組作りと人材育成
1 多様な主体の参画促進

	10 豊かな自然と共存する人々の知恵と技を活かした、持続可能な観光の提供がされているなど、活力ある地域となっており、それを国内外に向けて発信している。
	· 2018年に約53万人だった入込客数は、コロナ禍で約31万人に減少したが、2024年には約50万人に回復した（別添図22）。
· 「奄美群島持続的観光マスタープラン」や「奄美群島エコツーリズム推進全体構想」に基づき、持続可能な観光の提供に向けた各種取組みが、関係機関の連携のもとで計画的に実施されている。
· 目標⑦のように、来訪者が生物多様性や自然の恩恵について学ぶ拠点施設は、施設数・内容共に充実している。また、自然を体験するエコツアーも島内各地で提供されており（別添図23）、主な利用場所では持続可能な観光のための利用ルールの試行に関係機関が連携して取組んでいる。
· 世界遺産地域内の金作原と湯湾岳では、保全と利用のゾーニング、認定ガイドの同行、車両台数の調整等を含む自主ルールの試行に、周辺管理地域では三太郎線周辺のナイトツアー事前予約・通行台数制限や市道スタル俣線における通行自粛等の利用ルールの試行に取組んでいる。
· 「奄美群島エコツアーガイド認定制度」が2017年から運用開始され、奄美大島の登録・認定ガイド数は増加傾向である（別添図24）。認定ガイドの利用者数は増加傾向にあり、利用者満足度は増加・向上傾向にある。住民生活に配慮した集落散策も実施されており、ガイドが案内する集落の数は増加傾向である。
· 以下、令和5年度奄美群島エコツーリズム推進協議会資料などより。
· 認定ガイドの利用者数：2018年31,784 → 2022年51,707人
· 認定ガイドの利用者満足度：2018年53.0％ → 2022年83.0%
· ガイドが案内する集落の数：2018年6集落 → 2022年69集落
· 持続可能な観光の提供について、奄美群島として、また世界遺産地域として沖縄県側とも連携しつつWebサイトで国内外に発信されている。民間事業者もそれぞれ独自に情報発信を行っている。
· 例：奄美群島広域事務組合　http://www.amami.or.jp/
· 奄美群島認定エコツアーガイド（英語ページあり）
· 例：鹿児島県・沖縄県・（公社）鹿児島県観光連盟・沖縄観光コンベンションビューロー
· 世界自然遺産　奄美・沖縄　時をつむぐ、彩の島（https://amamiokinawa.jp/）
	基本方針３ 生物多様性の持続可能な利用
4 生物多様性の保全に配慮した観光業の展開
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